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はじめに

本資料は・・・・

日本にお住いの外国人の方々に日本の交通ルー
ル等を学び、安全運転に努めて頂きたいという思い
から作成したものです。

安全・安心で楽しい日本での生活をお送りください。
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1.日本の交通ルール



～ ①運転免許証 ～

日本の交通ルール

運転免許証の詳細についてはスライドP.14～

①自動車の運転には運転免許証が必要です

例1）国際運転免許証 例2）外国の運転免許証に日本語の
翻訳文を添付して運転

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」



～ ②通行方法 ～

日本の交通ルール

②-1 日本は「左側通行」です

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」



～ ②通行方法 ～

日本の交通ルール

②-2 進路変更
センターラインが黄色の場合ははみだし禁止です

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」



～ ②通行方法 ～

日本の交通ルール

②-3 交差点の通行方法

歩行者優先

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」

・右折時は直進優先
・ウィンカーを点滅させて待つ



～ ③信号 ～

日本の交通ルール

③ 「赤は止まれ・緑の矢印方向は進め」

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」

矢印が出ている間は、矢印の方向へ進むことができます



～ ④標識 ～

日本の交通ルール

④ 「必ず一時停止」してください

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」

他国では→



～ ⑤その他の信号や道路標識 ～

日本の交通ルール

日本の信号と道路標識については
右の二次元コードをスキャン（英語版）

⑤ 「日本の信号と道路標識」

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」

勉強するでござる!



～ ⑥事故事例と違反の例 ～

日本の交通ルール

右折の時は
直進車に注意

指定方向以外
進行禁止

⑥特に注意してください

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」



～ ⑦その他運転中の交通ルール ～

日本の交通ルール

シートベルトの着用を スマホは×飲んだら乗れん
（アルコールは×） ヘッドホンも×

⑦運転中の禁止事項

（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP 交通局 「外国人向け教材」



2.日本で運転するためには
～運転免許等～



① 日本の運転免許証

日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要

② 道路交通に関する条約（ジュネーブ条約）
に基づく国際運転免許証

日本で運転するためには

③自動車等の運転に関する外国の運転免許証※
※「自動車等の運転に関する外国（国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準に

あると認められる免許制度を有している国又は地域）の運転免許証（政令で定める者が作成した日本語による
翻訳文が添付されているものに限る）



① 日本の運転免許証

日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要

② 道路交通に関する条約（ジュネーブ条約）
に基づく国際運転免許証

日本で運転するためには

③自動車等の運転に関する外国の運転免許証※
※「自動車等の運転に関する外国（国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準に

あると認められる免許制度を有している国又は地域）の運転免許証（政令で定める者が作成した日本語による
翻訳文が添付されているものに限る）



日本で運転するためには

①日本の免許を取得する場合（１）

（https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/driving-pattern_v2.pdf）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP「日本で運転する場合」

★免許試験の一部免除により取得する方法（外国の運転免許を受けている方）



日本での住所地（居所地）を管轄する都道府県警察の運転免許センター等

申請場所

申請に基づき運転について必要な知識又は運転に関する技能を確認し、
運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部が免除

手続

①外国の免許を受けた後、その国に通算して３か月以上滞在していたこと
②代理による申請は不可

注意事項

外国の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等
に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することが可能。

日本で運転するためには



日本で運転するためには

①日本の免許を取得する場合（２）

★通常の免許試験により取得する方法（外国の運転免許を受けていない方）

（https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/driving-pattern_v2.pdf）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP「日本で運転する場合」



① 日本の運転免許証

日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要

② 道路交通に関する条約（ジュネーブ条約）
に基づく国際運転免許証

日本で運転するためには

③自動車等の運転に関する外国の運転免許証※
※「自動車等の運転に関する外国（国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準に

あると認められる免許制度を有している国又は地域）の運転免許証（政令で定める者が作成した日本語による
翻訳文が添付されているものに限る）



日本で運転するためには

②国際運転免許証

★国際運転免許証により運転

（https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/driving-pattern_v2.pdf）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP「日本で運転する場合」

※ジュネーブ条約加盟国はP.77参照



日本で運転するためには

https://www.la.emb-japan.go.jp/files/000357919.pdfl

出展:在ラオス日本国大使館HP

★国際運転免許証見本

②国際運転免許証



日本で運転するためには

https://www.la.emb-japan.go.jp/files/000357919.pdfl

出展:在ラオス日本国大使館HP

★国際運転免許のランクによる車両種別

②国際運転免許証



①国際運転免許証の発給から1年以内、
かつ日本に上陸した日から1年以内

②「3か月ルール（道路交通法107条の2 ）」
に抵触していない

国際運転免許証で運転するための要件

国際運転免許証



①国際運転免許証の発給から1年以内、
かつ日本に上陸した日から1年以内

②「3か月ルール（道路交通法107条の2 ）」
に抵触していない

国際運転免許証で運転するための要件

国際運転免許証



日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が

発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。
※【参照】P.77一覧表

ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、

他の条約（ウィーン条約等）に基づく様式により発行された

国際運転免許証では、日本で運転はできません。

ご注意ください!

国際運転免許証



①国際運転免許証の発給から1年以内、
かつ日本に上陸した日から1年以内

国際運転免許証での
運転可能期間

発給 上陸

外国に滞在

発給から1年間

上陸の日から1年間

国際運転免許証

★短期滞在者（観光客など）



①国際運転免許証の発給から1年以内、
かつ日本に上陸した日から1年以内

②「3か月ルール（道路交通法107条の2 ）」
に抵触していない

国際運転免許証で運転するための要件

国際運転免許証



※出国の日から3か月以上経過して再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方（中⾧期滞在の外国人等）が、出国の確認又は再入

国の許可を受けて日本を出国し、3か月以上の滞在中に新たな国際運転免許証を取得し

た後、再び上陸した場合は、当該上陸（帰国）の日が国際運転免許証の運転可能期間

の起算日になります。

発給上陸 出国 上陸

3か月以上の出国

国際運転免許証
での

運転可能期間

発給から1年間

上陸の日から1年間

国際運転免許証

日本に滞在



※出国の日から3か月未満で再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方（中⾧期滞在の外国人等）が、出国の確認又は再入

国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得し

た後、再び上陸した場合は、当該上陸（帰国）の日は国際運転免許証の運転可能期間

の起算日にならないので日本で運転はできません。

日本に滞在

発給上陸 出国 上陸

上陸の日から1年間

3か月未満の出国 上陸の日から1年間

国際免許証での運転不可

前回の上陸日が起算日となる

中⾧期在留等
(住民基本台帳
に記録）

発給から1年間

国際運転免許証



① 日本の運転免許証

日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要

② 道路交通に関する条約（ジュネーブ条約）
に基づく国際運転免許証

日本で運転するためには

③自動車等の運転に関する外国の運転免許証※
※「自動車等の運転に関する外国（国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準に

あると認められる免許制度を有している国又は地域）の運転免許証（政令で定める者が作成した日本語による
翻訳文が添付されているものに限る）



日本で運転するためには

③外国の運転免許証

★外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転

（https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/driving-pattern_v2.pdf）あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP「日本で運転する場合」



外国の運転免許証の切替
（外免切替（2025年10月法改正））

外免切替



外免切替

外免切替とは

外国で取得した運転免許を日本の運転免許に切り替えることを

言います。切替には必要な書類の審査や知識・技能の確認

などがあります。

また2025年10月に法改正がありルールが一部変更となってい

ますので注意が必要です。



外免切替

◆住民票の写し
（※申請者の国籍にかかわらず、例外的な場合を除き、住民票の写しの添付が必要。

観光等の3か月以下の短期滞在の方は免許を取得できません。）

◆有効な外国の運転免許証

◆外国の運転免許証の日本語翻訳文

◆滞在証明書
（外国の運転免許取得後、その国で通算3か月以上滞在していたことを証明するもの。

例:パスポート、出入国記録等）

◆マイナンバーカード、在留カード等の本人確認書類

①必要となる主な書類など ※赤字は2025年10月改正



外免切替

◆「知識確認」

・問題数50問

・審査（合格）基準は90％

②知識・技能確認があります ※赤字は2025年10月改正

◆「技能確認」

・運転に必要な技能の確認

・審査（合格）基準は70％



外免切替

◆「知識確認」「技能確認」が免除される国等（29か国）

②知識・技能確認が免除されるケースがあります。

◆「技能確認」が免除される国等



その他運転免許証について

免許証の種類によって運転できる車両について

免許証の
種類 運転できる車両の範囲

【第一種原付】
排気量50cc以下、
排気量125cc以下かつ
最高出力4.0kw以下

（新基準）
最高速度30キロ

【第二種原付】
排気量51～125cc
法定速度60キロ

【普通自動二輪】
排気量

125cc～400cc

【普通自動車】
（四輪）

ナンバー
プレート

白 黄色（51cc～90cc）
ピンク（91cc～125cc）

白 白

普通免許 ○ × × ○

普通二輪免許 ○ ○ ○ ×
小型限定

普通二輪免許 ○ ○ × ×
原付免許 ○ × × ×

大分 300

あ 12-34
大分市

あ 12-34



3.事故発生時の対応



事故発生時の対応

相手が勝手に
転倒したんだから・・・

たいしたケガ
じゃないし・・・

大丈夫って
言ってるし・・・

事故発生

安易な判断で事故現場を離れると・・・

①救護義務違反
②報告義務違反 ⇒「ひき逃げ」



事故発生

事故発生時の対応

相手が勝手に
転倒したんだから・・・

たいしたケガ
じゃないし・・・

大丈夫って
言ってるし・・・

安易な判断で警察に報告しないで
事故現場を離れると・・・

10年以下懲役
又は

100万円以下
の罰金

違反点数35点
・免許取消

・3年間免許
取得不可

交通事故が起きたら必ず
①110番（警察）②119番（救急）

救護義務違反



2.負傷者の救護（消防の指示に従う）

3.二次被害の防止（車や負傷者の移動）

1.警察（110番）・救急（119）

事故発生時の対応

※単独事故（物損事故）でも必ず届出

具体的には



4.保険
～「自賠責保険」と「任意保険」～



相手 自分

物

身体

自賠責保険と任意保険

自賠責保険
（強制保険）

（ケガ120万・死亡3,000万等上限あり）



相手 自分

物

身体

（自賠責保険での不足分等を支払い）

自賠責保険と任意保険

自賠責保険
（強制保険）

（ケガ120万・死亡3,000万等上限あり）



相手 自分

物

身体
対人賠償保険

対物賠償保険 車両保険

人身傷害保険

自賠責保険と任意保険

自賠責保険
（強制保険）

（ケガ120万・死亡3,000万等上限あり）



自賠責保険
（強制保険）



自賠責保険

相手 自分

物

身体
自賠責保険

（強制保険）
（ケガ120万・死亡3,000万等上限あり）



自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。

自賠責保険（強制保険）

自賠責保険



自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。

自賠責保険

自賠責保険（強制保険）



自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。

罰金
免許停止

自賠責保険

自賠責保険（強制保険）



自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。

自賠責保険

罰金
免許停止

自賠責保険（強制保険）



自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。

自賠責保険

高額な
賠償金

罰金
免許停止

自賠責保険（強制保険）



損害の内容 被害者1名
あたりの限度額

ケガによる損害 120万円

後遺障害
による損害

神経系統の機能または精神・
胸腹部臓器に著しい障害を残
し、介護を要する後遺障害

常時介護を要する場合
(第1級) 4,000万円

随時介護を要する場合
(第2級) 3,000万円

上記以外の後遺障害
(第1級)3,000万円
～(第14級)75万円

死亡による損害 3,000万円

自賠責保険

自賠責保険（強制保険）



任意保険



任意保険

相手 自分

物

身体
対人賠償保険

対物賠償保険 車両保険

人身傷害保険
自賠責保険

（強制保険）
（ケガ120万・死亡3,000万等上限あり）



380万円
自己負担?!

自賠責
補償内容

損害種類 保険金支払限度額

死亡 3,000万円

後遺障害 4,000万円

傷害 120万円

自転車の運転手
ケガによる治療費

500万円
ケガによる治療費（上限）

120万円

自賠責保険

対人賠償保険

任意保険（対人賠償責任保険）



自賠責
補償内容

損害種類 保険金支払限度額

死亡 3,000万円

後遺障害 4,000万円

傷害 120万円

自転車の運転手
ケガによる治療費

500万円
ケガによる治療費

380万円

対人賠償保険
ケガによる治療費（上限）

120万円

自賠責保険

対人賠償保険

任意保険（対人賠償責任保険）



認定損害額 年齢 職業 損害

約5億2,800万円 41歳 医師 死亡

約3億9,700万円 21歳 大学生 後遺障害

約3億8,200万円 29歳 会社員 後遺障害

約3億7,800万円 23歳 会社員 後遺障害

約3億6,700万円 38歳 医師 死亡

約3億6,500万円 14歳 中学生 後遺障害

対人賠償保険

任意保険（対人賠償責任保険）



相手 自分

物

身体
自賠責保険

対人賠償保険

対物賠償保険 車両保険

人身傷害保険

任意保険（対物賠償責任保険）



相手がいる事故の場合、
責任割合が発生します。

例えば・・・
相手の修理額200万

自分の責任割合:80%
相手の責任割合:20%

対物賠償保険

相手の修理費

200万円
責任割合

80% 160万円
対物賠償保険

任意保険（対物賠償責任保険）



認定損害額 裁判所 事故日 損害物

32億8,900万円 東京地裁 2008年08月03日 道路復旧費用

2億6,135万円 神戸地裁 1985年05月29日 積荷(呉服・洋服)

1億3,480万円 東京地裁 1991年02月23日 店舗(パチンコ)

1億2,036万円 福岡地裁 1975年03月01日 電車・線路・家屋

1億1,798万円 大阪地裁 2007年04月19日 精密機械設備

1億1,347万円 千葉地裁 1992年09月14日 電車

対物賠償保険

任意保険（対物賠償責任保険）



認定損害額 裁判所 事故日 損害物

32億8,900万円 東京地裁 2008年08月03日 道路復旧費用

2億6,135万円 神戸地裁 1985年05月29日 積荷(呉服・洋服)

1億3,480万円 東京地裁 1991年02月23日 店舗(パチンコ)

1億2,036万円 福岡地裁 1975年03月01日 電車・線路・家屋

1億1,798万円 大阪地裁 2007年04月19日 精密機械設備

1億1,347万円 千葉地裁 1992年09月14日 電車

対物賠償保険

（対人賠償・対物賠償保険等）

まとめ



相手 自分

物

身体
自賠責保険

対人賠償保険

対物賠償保険 車両保険

人身傷害保険

任意保険（人身傷害保険・車両保険）



人身傷害保険

車両保険

ケガ
の補償

クルマ
バイク
の補償

任意保険（人身傷害保険・車両保険）



4. 相手の方の確認

5. 目撃者の確認

6. その場で絶対に示談はしない

余裕があれば・警察官到着後など

事故発生時の対応

7. 勤務先・学校等所属先への報告



原動機付自転車（原付）の
ルール



第一種原付
50cc以下

第二種原付
51cc以上～125cc

原動機付自転車 小型限定普通二輪
以上(普通・大型)

〇 ×

30km/h 60km/h

必要 不要

必要免許

四輪免許
での運転

法定速度

二段階
右折

基準

原動機付自転車のルール



原動機付自転車

〇

30km/h

必要

総排気量
125cc以下

かつ

最高出力
4.0kw以下
ができますが、

ルールは同じです

第一種原付
50cc以下

2025年4月1日

新基準

必要免許

四輪免許
での運転

法定速度

二段階
右折

基準

原動機付自転車のルール



原動機付自転車のルール

①【必須】免許証取得・携帯

②【必須】自賠責保険への加入

③【必須】ヘルメット着用

第一種原付（50cc以下+125cc以下かつ最高出力4.0kw以下（新基準））



原動機付自転車のルール

国際免許証“ランクA”
原付を運転する場合は要確認

第一種原付（50cc以下+125cc以下かつ最高出力4.0kw以下（新基準））



50cc以下
＋

125cc以下かつ
最高出力4.0kw
以下（新基準）

二人乗りの留意点

51cc以上
～

125cc以下

二人乗りのルール



50cc以下
＋

125cc以下かつ
最高出力4.0kw
以下二輪車含む

二人乗りの留意点

125cc以下

二人乗りのルール



“二人乗り”の条件

二人乗りの留意点

二人乗りのルール



①第二種原付は可能（第一種原付は禁止）

②後部座席があること

③“小型限定普通二輪・普通二輪・大型二輪免許”
取得から1年経過

※第一種・第二種原付は高速道路は通行不可
※普通・大型自動二輪は運転者が20歳以上で、
免許取得後3年以上経過すれば高速道路運転可能

二人乗りの留意点

二人乗りのルール



その他運転免許証について

原付一種・二種のルールの違い

主な違い

【第一種原付】
排気量50cc以下

【第二種原付】
排気量51～125cc

二人乗り × ○

二段階右折 必要 不要

法定速度 時速30キロ 時速60キロ

高速道路の走行 × ×
原付免許での運転 ○ ×



【参考資料】ジュネーブ条約加盟国等一覧

（https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/driving-pattern_v2.pdf）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社編集

出展:警察庁HP「日本で運転する場合」



2025年10月作成


